
・相談支援員があなたの悩みに寄り添って、どうしたらよいか一緒に考えていきます。複雑・深刻化する

前に来所またはお電話で、お気軽にご相談ください。 （来所が難しい場合はまずお電話ください。必要に応じて相

談支援員が訪問いたします。） 

・生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです。ためらわずにご相談く

ださい。 

 



 


